
　（前　略）

第２条　（略） 第２条　（同　左）

　する。 　する。

　用務内容等を具体的に明示するものとする。 　内容等を具体的に明示するものとする。

　（中　略）

　等に支払うことが必要な場合に置くものとする。
２　（略） ２　（同　左）

　へい責任者が会計上の責任を負う。 　が会計上の責任を負う。

　して乗車券等を手配した場合とする。 　乗車券等を手配した場合とする。
２　（略） ２　（同　左）

　によるものとする。 　は、現金又は口座振込によるものとする。

　施設等を手配した場合とする。
　とする。

３　（略） ３　（同　左）

　きる旅費は、次の各号に掲げる金額とする。
　する。

　　及び取消又は変更するために支払った手数料。 　　るために支払った手数料
　(2) （略） 　(2) （同　左）

　いう。）が別に定めるものとする。
　務担当理事」という。）が別に定めるものとする。

２～３　（略） ２～３　（同　左）

　場合にあっては様式３により行うものとする。 　あっては様式３により行うものとする。

第８条　規程第６条第１項による旅費の請求手続は、当該出
　張及び赴任の終了後速やかに、出張の場合にあっては別紙
　様式１又は様式２（規程第３条第４項の規定により招へい
　責任者が旅費の請求をする場合に限る。）、赴任の場合に

第８条　規程第６条第１項による旅費の請求手続は、当該出
　張及び赴任の終了後速やかに、出張の場合にあっては別紙
　様式１若しくは様式２（規程第３条第４項の規定により招
　へい責任者が旅費の請求をする場合に限る。）又は赴任の

　ごとに相当する職等の区分は、財務担当の理事（以下「財

　使用及びその車賃に関し必要な事項並びに同条による別表
　第１表備考第２項の特別車両等の利用に関し必要な事項並
　びに別表第２表備考及び別表第３表備考第４項の職員等以
　外の者に出張を依頼した場合の当該職員等ごとに相当する
　職等の区分は、財務担当の理事（以下「財務担当理事」と

　使用及びその車賃に関し必要な事項並びに同条による別表
　第１表備考第２項の特別車両等の利用に関し必要な事項並
　びに別表第２表備考第１項の機中等での宿泊を伴う場合の
　宿泊料並びに別表第２表備考第２項及び別表第３表備考第
　４項の職員等以外の者に出張を依頼した場合の当該職員等

　　約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとった
　　にもかかわらず、払戻を受けることができなかった額、

　　金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払
　　戻を受けることができなかった額、及び取消又は変更す

第７条　規程第５条の規定による交通費のうち、自家用車の

４　規程第４条第４項の規定により当該損失について支給で
　きる旅費は、次の各号に掲げる事項及びこれに係る金額と

４　規程第４条第４項の規定により当該損失について支給で

　(1) 交通費又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予 　(1) 交通費又は宿泊施設等の利用を予約するため支払った

第７条　規程第５条の規定による交通費のうち、自家用車の

　一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことを
　請求することができるのは、招へい責任者が当該出張に係
　る航空券の手配等の手続を旅行代理店に委託した場合及び
　招へい責任者が当該出張に係る宿泊施設等を手配した場合

２　規程第４条第３項の規定により、招へい責任者が旅行代
　理店又は宿泊施設等に支払うことを請求することができる
　ものは、招へい責任者が当該出張に係る航空券の手配等の
　手続を旅行代理店に委託した場合及び招へい責任者が宿泊

第６条　規程第４条第３項の規定により、招へい責任者の依第６条　規程第４条第３項の規定により、招へい責任者の依
　頼に応じて旅費の一部又は全部を旅行する者に支払うとき　頼に応じて旅行する者に支払うときは、現金又は口座振込

２　規程第４条第３項の規定により、招へい責任者が旅費の

第５条　規程第４条第１項ただし書きの規定により、旅費の 第５条　規程第４条第１項ただし書の規定により、旅費の一
　一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことを
　請求することができるものは、本学の発券システムを利用

　部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことを請
　求することができるのは、本学の発券システムを利用して

３　招へい責任者は、当該出張に必要な旅費の支払について、
　本学職員以外の者に委任することができる。ただし、あら
　かじめ事業計画において明記されている研究分担者等への
　委任に限ることとし、この場合においても、招へい責任者

３　招へい責任者は、当該出張に必要な旅費の支払について、
　本学職員以外の者に委任することができる。ただし、委任
　ができる者は、あらかじめ事業計画において明記されてい
　る研究分担者等に限ることとし、この場合においても、招

　又はそれらの職にあった者で、いずれも日本国籍を有する
　者を含む。）を本学が実施する国際会議、国際共同研究そ
　の他国際交流事業に招へいする場合その他職員等以外の者
　が本学の依頼に応じ、その業務を行うために内国若しくは
　外国に旅行する場合において、規程第４条第２項又は第３
　項の規定により、招へい責任者に旅費を支払い、又はその
　請求により旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設

　育研究機関の管理運営若しくは教育研究支援に従事する者
　又はそれらの職にあった者で、いずれも日本国籍を有する
　者を含む。）を本学が実施する国際会議、国際共同研究そ
　の他国際交流事業に招へいする場合その他職員等以外の者
　が本学の依頼に応じ、その業務を行うために内国若しくは

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 旅 費 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後

２　出張の依頼は、当該出張を計画した者等の本学職員が当
　該部局の長に必要事項を届け出てその承認を受けるものと

２　旅行の依頼は、当該出張を計画した者等の本学職員が当
　該部局の長に必要事項を届け出てその承認を受けるものと

３　旅行の命令若しくは承認又は旅行の依頼の承認を受ける
　場合には、用務先相手方の所属及び氏名、訪問場所、用務

３　旅行の命令若しくは承認又は旅行の依頼の承認を受ける
　場合には、用務先相手方の所属若しくは氏名又は訪問場所、

第４条　規程第３条第３項の招へい責任者は、外国の大学、
　研究所その他教育研究機関若しくは政府関係機関、国際協
　力関係団体等に所属し、又は外国に居住する研究者等（教

　外国に旅行する場合において、規程第４条第２項ただし書
　又は第３項の規定により、招へい責任者に旅費を支払い、
　又はその請求により旅費の一部又は全部を旅行代理店又は
　宿泊施設等に支払うことが必要な場合に置くものとする。

第４条　規程第３条第３項の招へい責任者は、外国の大学、
　研究所その他教育研究機関若しくは政府関係機関、国際協
　力関係団体等に所属し、又は外国に居住する研究者等（教
　育研究機関の管理運営若しくは教育研究支援に従事する者



改　　　正　　　前 改　　　正　　　後

２～３　（略） ２～３　（同　左）
第９条　（同　左）

　当する額を減じて請求しなければならない。
　(1)～(2) 　（略） 　(1)～(2) 　（同　左）

　　される場合 　　る場合
２～３　（略） ２～３　（同　左）

第１０条　（同　左）
　る書類を添付しなければならない。
種類 添付書類 種類 添付書類

①支払いを証明する書類（領収書
等）

概算
払請
求時

①見積書等額を確認できる書類
②支払いを証明する書類（領収書
等）（既にチケットを購入済の場
合）（この場合①は不要）

精算
時

③支払いを証明する書類（領収書
等）（概算払請求時に②を添付済
の場合不要）

（略） （同　左）

　社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社を指
　す。

　張に限り、必要とする。

　（後　略）

　　　附　則
１　この規則は、令和２年１０月１日から施行する。

　わらず、なお従前の例による。

　によることができる。

様式１－１～様式２－２　（略） 様式１－１～様式２－２　（別　添）
様式３　（略） 様式３　（同　左）

航空賃（精算払）

（略）

　費請求等の手続及び様式については、改正後の規定にかか

３　この規則の施行の日から令和３年３月３１日までの間に
　旅行を開始する場合における旅費に係る添付書類について
　は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例

外国
出張
様式
２を
使用

外国
出張
様式
２を
使用

（略） （同　左）

交通費並びに
宿泊料

交通費並びに
宿泊料（概算
払）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

２　この規則の施行の日前に旅行を開始する場合における旅

２　前項に規定する内国出張の新幹線等による旅行に係る鉄

　株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会

　道賃の請求における添付書類は、職員等及び本学学生の出

　(3) 本学以外から交通費、滞在費又はその他の経費が支給 　(3) 本学以外から交通費、滞在費その他の経費が支給され

備考：ＪＲとは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道

（略） （同　左）

第１０条　次表に定める旅費の請求に際しては、同表に定め

対象 対象
内国
出張

（略） （同　左）

（略）

（略）
交通費

（同　左）

交通費（概算
払）

（同　左）

外国
出張
様式
１を
使用

（同　左）

外国
出張
様式
１を
使用

内国
出張

新幹線鉄道その他
のＪＲの特別急行
料金を徴する列車
を運行する線路
（以下「新幹線
等」という。）に
よる旅行に係る鉄
道賃（精算払）

新幹線等によ
る旅行に係る
鉄道賃（概算
払）

航空賃（精算払）

第９条　職員等及び招へい責任者は、前条の旅費の請求にお
　いて、次の各号の一に該当する事由があるときは、その相



別紙

日 円 夜 円 円

　□　勤務地 　□　居住地 　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　） ※　市区町村名まで

　□　勤務地 　□　居住地 　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　） ※　例）ＪＲ●●線●●駅

備考　　１　　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　　　　２　　新幹線・JR特急利用時等の出発地・帰着地等欄は、新幹線・JR特急を利用しない場合において、やむを得ない理由により勤務地以外を出発地又は帰着地とする場合も使用できる。

　　上記のとおり出張しましたので報告し、旅費を請求します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出張者の署名

請求額　　　　　　　　         円 　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

旅行雑費 　　　　　　　　　　　　　　   円

連絡事項等

　　※　必要に応じて、減額調整 の有無、先方負担、自宅等宿泊の有無及び出発地・帰着地を勤務地以外とする理由等を 、記載する。

新幹線・JR特急利用時等
の出発地・帰着地等

出発地 居住地住所又はその他の所在地

帰着地 上記の最寄り駅

定額計支給額 課税 円 不課税 円 非課税 円

宿泊料 交通費 備　考月　　日 出発地 目的地 用務先 用務内容 日　当

様式１-1 旅行伺　兼　旅費　精算　請求書　兼　報告書 部局名 出張番号　

旅費の出途 ※　財源、予算科目等の必要事項を記載する。

期　　間
用務先住所

または国名等

決裁欄

出勤簿記載 旅行命令権者印

出張者情報 ※　出張者の氏名、所属、職名等の必要事項を記載する。



日 円 夜 円 円

　□　勤務地 　□　居住地 　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　） ※　市区町村名まで

　□　勤務地 　□　居住地 　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　） ※　例）ＪＲ●●線●●駅

　　上記のとおり出張しますので、旅費を請求します。

請求額　　　　　　　　         円

備考　　１　　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　　　　２　　概算払の請求時には出張者の署名を省略することができる。

　　　　　３　　出張内容並びに旅費精算額に変更がある場合は、変更後の内容で再度本紙を作成する。

　　　　　４　　新幹線・JR特急利用時等の出発地・帰着地等欄は、新幹線・JR特急を利用しない場合において、やむを得ない理由により勤務地以外を出発地又は帰着地とする場合も使用できる。

　　　　年　　　　月　　　　日 出張者の署名（省略可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

精
算
欄

　　上記のとおり出張しましたので報告し、旅費を精算（請求）します。　　　出張内容　変更なし（あり）　　旅費精算額　変更なし（あり）　　　　　　　　　　　　　　　出張者の署名

概算額　　　　　　　　　　　　円　　精算額　　　　　　　　　　　　円　　請求（追給・返納）額　　　　　　　　　　　　円 　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

連絡事項等

　　※　必要に応じて、減額調整 の有無、先方負担、自宅等宿泊の有無及び出発地・帰着地を勤務地以外とする理由等を 、記載する。

新幹線・JR特急利用時等
の出発地・帰着地等

出発地 居住地住所又はその他の所在地

帰着地 上記の最寄り駅

定額計

旅行雑費 　　　　　　　　　　　　　　   円

支給額 課税 円 不課税 円 非課税 円

宿泊料 交通費 備　考月　　日 出発地 目的地 用務先 用務内容 日　当

様式１-2 旅行伺　兼　旅費　概算（精算）　請求書　兼　報告書 部局名 出張番号　

旅費の出途 ※　財源、予算科目等の必要事項を記載する。

期　　間
用務先住所

または国名等

決裁欄

出勤簿記載 旅行命令権者印

出張者情報 ※　出張者の氏名、所属、職名等の必要事項を記載する。



日 円 夜 円 円

備考　　１　　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

請求額　　　　　　　　         円 　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

旅行雑費 　　　　　　　　　　　　　　   円

連絡事項等 　　※　必要に応じて、減額調整 の有無、先方負担、自宅等宿泊の有無等を 、記載する。

　　上記のとおり招へいしましたので報告し、旅費を請求します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招へい責任者の署名

定額計支給額 課税 円 不課税 円 非課税 円

宿泊料 交通費 備　考月　　日 出発地 目的地 用務先 用務内容 日　当

期　　間
支払先の
情報等

決裁欄

旅行命令権者印

招へい者 ※　招へい者の氏名、所属、職名等の必要事項を記載する。

様式2-1 招へい伺　兼　招へい旅費　精算　請求書　兼　報告書 部局名 出張番号　

招へい責任者 ※　招へい責任者の氏名、所属等の必要事項を記載する。

旅費の出途 ※　財源、予算科目等の必要事項を記載する。



日 円 夜 円 円

　　上記のとおり招へいしますので、旅費を請求します。

請求額　　　　　　　　         円

備考　　１　　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　　　　２　　概算払の請求時には出張者の署名を省略することができる。

　　　　　３　　出張内容並びに旅費精算額に変更がある場合は、変更後の内容で再度本紙を作成する。

精
算
欄

　　上記のとおり招へいしましたので報告し、旅費を精算（請求）します。　　　出張内容　変更なし（あり）　　旅費精算額　変更なし（あり）　　　　　　　　　　　　　　　招へい責任者の署名

概算額　　　　　　　　　　　　円　　精算額　　　　　　　　　　　　円　　請求（追給・返納）額　　　　　　　　　　　　円 　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

旅行雑費 　　　　　　　　　　　　　　   円

連絡事項等 　　※　必要に応じて、減額調整 の有無、先方負担、自宅等宿泊の有無等を 、記載する。

　　　　年　　　　月　　　　日 招へい責任者の署名（省略可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

定額計支給額 課税 円 不課税 円 非課税 円

宿泊料 交通費 備　考月　　日 出発地 目的地 用務先 用務内容 日　当

期　　間
支払先の
情報等

決裁欄

旅行命令権者印

招へい者 ※　招へい者の氏名、所属、職名等の必要事項を記載する。

様式2-2 招へい伺　兼　招へい旅費　概算（精算）　請求書　兼　報告書 部局名 出張番号　

招へい責任者 ※　招へい責任者の氏名、所属等の必要事項を記載する。

旅費の出途 ※　財源、予算科目等の必要事項を記載する。
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